
【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
市
民
課 

市
民
班

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
１

「
法
の
日
」
週
間
・「
く
ら
し

の
無
料
法
律
相
談
会
」

～
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
～

　

１０
月
１
日
㈫
を
「
法
の
日
」、

１０
月
１
日
㈫
～
７
日
㈪
を
法
の
日

週
間
と
し
て
、
全
国
で
法
の
尊
重

や
人
権
擁
護
の
行
事
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、「
く
ら
し
の
無
料
法

律
相
談
会
」
を
開
催
し
、
法
律
、

不
動
産
登
記
、
戸
籍
の
問
題
、
近

隣
間
の
も
め
ご
と
な
ど
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。

日
時　
１０
月
３
日
㈭

　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

会
場　
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

　
２
階�

多
目
的
ホ
ー
ル
ほ
か

相
談
内
容

・�

土
地
・
建
物
の
売
買
、
相
続
、

抵
当
権
の
設
定
、
登
記
の
問
題

・�

土
地
の
境
界
の
問
題

・�

会
社
の
設
立
、
役
員
変
更
な
ど

法
人
登
記
の
問
題

・�

戸
籍
・
国
籍
の
問
題

・�

地
代
、
家
賃
な
ど
の
問
題

・�

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
、
不
当
な
差
別
な
ど

人
権
の
問
題

・�

金
銭
の
貸
借
、
保
証
、
多
重
債

務
な
ど
の
問
題

相�

談
担
当
者　
弁
護
士
、
司
法
書

士
、
行
政
書
士
、
社
会
保
険
労

務
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
人

権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

申�
込
み　
不
要
。
希
望
者
は
、
直

接
会
場
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

※�

弁
護
士
へ
の
相
談
は
、
市
民
課

に
予
約
が
必
要
で
す
。
定
員
は

５
人
（
先
着
順
。
相
談
時
間
は
、

１
人
３０
分
程
度
）

【
問
合
せ
】
南
魚
沼
地
域
振
興

局
企
画
振
興
部 

地
域
振
興
課

�

☎
７
７
２

－

２
７
９
３

あ
と
つ
ぎ
サ
ミ
ッ
ト

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．２

　
南
魚
沼
地
域
振
興
局
で
は
、
地

域
の
中
小
事
業
者
が
抱
え
る
後
継

者
問
題
に
関
心
が
あ
る
人
な
ど
を

対
象
に
、
課
題
の
洗
い
出
し
や
解

決
に
向
け
て
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し

合
う
「
あ
と
つ
ぎ
サ
ミ
ッ
ト
」
を

開
催
し
ま
す
。

　
参
加
者
向
け
に
託
児
を
行
い
ま

す
。
小
さ
い
子
ど
も
が
い
る
人
も
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
９
月
２５
日
㈬

　
午
後
７
時
～
８
時
３０
分

会
場　
湯
沢
町�

旧
中
央
保
育
園

　
〔
湯
沢
町
湯
沢
〕

対�

象　
後
継
者
問
題
や
地
域
の
将

来
に
関
心
の
あ
る
人

定
員　
４０
人
程
度

費
用　
無
料

申
込
み　
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

※�

詳
し
く
は
、
南
魚
沼
地
域
振
興

局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
新
潟
県 

福
祉
保
健
部

　
福
祉
保
健
課 

人
権
啓
発
室

�
☎
０
２
５－

２
８
０－

５
１
８
１

同
和
問
題
映
画
上
映
会

「
橋
の
な
い
川
」

　
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
映
画
上

映
会
を
開
催
し
ま
す
。

日�

時　
９
月
１３
日
㈮

　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時
３０
分

　
（
開
場　
午
後
１
時
）

会
場　
Ｎネ

Ｅク

Ｘス

Ｔト

２１�

６
階

新
潟
市
民
プ
ラ
ザ
〔
新
潟
市
中

央
区
西
堀
通
六
番
町
〕

内
容　
「
橋
の
な
い
川
」

住
井
す
ゑえ�

原
作
、
平
成
４
年

製
作

料
金　
無
料

定
員　
２
０
０
人
（
先
着
順
）

申�

込
み

　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

�

☎
７
７
２

－

２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談�

　
マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ

る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、

不
動
産
、
相
続
、
離
婚
な
ど
の
問

題
で
お
悩
み
の
人
に
、
弁
護
士
に

よ
る
無
料
法
律
相
談
を
毎
月
行
っ

て
い
ま
す
。

日
時　
９
月
１９
日
㈭

　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

会
場　
本
庁
舎�

南
分
館
１
階�

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

定
員　
５
人

※
相
談
時
間
は
１
人
約
３０
分

締
切
り　
９
月
１８
日
㈬　
正
午

申
込
み

　
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※�

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効

に
使
え
る
よ
う
、
申
込
み
時
に

相
談
員
が
概
要
を
伺
い
ま
す

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
多

重
債
務
も
含
め
、
消
費
者
ト
ラ
ブ

ル
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
身
近
な

相
談
窓
口
と
し
て
、
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

　
法
務
局 

南
魚
沼
支
局

�

☎
７
７
２

－

２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
～

・�

家
庭
内
（
夫
婦
・
親
子
・
相
続

な
ど
）、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
起
こ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

・�

い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、

外
国
人
差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

差
別
問
題

９
月
９
日
㈪
開
催

会�

場　

薮
神
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
「
ま
ほ
ろ

ば
」
１
階�

和
室

相
談
担
当
者　
人
権
擁
護
委
員

・�

廣
田
芳
克
〔
門
前
〕

・�

髙
野
輝
幸
〔
今
町
〕

９
月
８
日
㈰
開
催

会
場　
湯
沢
町
公
民
館

　
〔
湯
沢
町
湯
沢
〕

共
通
事
項

時
間　
午
後
１
時
～
４
時

　
（
受
付
：
午
後
１
時
～
３
時
）

申
込
み　
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

市
な
ど
か
ら
の
お
知
ら
せ

掲
示
板
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